
 

新旧対照表  

 
新  

 
旧  

 
福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付要綱  

 
第１条（略）  
 
第２条（略）  

（１）（略）  
（２）社会福祉法人等（開設前の決算で直近３カ年連続で純利益を計上し

ているもの及び直近２か年度においていずれも前年度と比して純利益
が増加しているものを除く。）が、令和５年度末までに療養病床から
特別養護老人ホーム（併設ショートステイを含む）、ケアハウスへ転
換するため、別表３の整備を行う事業  

 
第３条～第１４条（略）  
 
附  則  
１  この要綱は、平成１７年１０月１４日から施行し、平成１７年度分の利
子補給金から適用する。  
２  福島県社会福祉施設整備資金利子補給交付要綱（次項において「旧要綱
」という。）は、廃止する。  
３  この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による廃止前の旧要綱第５条の
規定による決定等又は第６条第２項の規定による承認があった事業（老人福
祉法に規定する老人福祉施設又は社会福祉法第２条第３項に規定する社会福
祉事業に係る施設のうち認知症対応型老人共同生活援助事業に係る施設に係
るものに限る。）については、この要綱の相当規定による決定等又は承認が
あったものとみなす。  
 
 附  則  
１  この要綱は、平成１９年６月２９日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項に規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
 
 附  則  
１  この要綱は、平成２１年１０月７日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業に係る利子補給金の交付を除き、当分の間、休止するもの
とする。  

 
福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付要綱  

 
第１条（略）  
 
第２条（略）  

（１）（略）  
（２）社会福祉法人等（開設前の決算で直近３カ年連続で純利益を計上し

ているもの及び直近２か年度においていずれも前年度と比して純利益
が増加しているものを除く。）が、平成３５年度末までに療養病床か
ら特別養護老人ホーム（併設ショートステイを含む）、ケアハウスへ
転換するため、別表３の整備を行う事業  

 
第３条～第１４条（略）  
 
附  則  
１  この要綱は、平成１７年１０月１４日から施行し、平成１７年度分の利
子補給金から適用する。  
２  福島県社会福祉施設整備資金利子補給交付要綱（次項において「旧要綱
」という。）は、廃止する。  
３  この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による廃止前の旧要綱第５条の
規定による決定等又は第６条第２項の規定による承認があった事業（老人福
祉法に規定する老人福祉施設又は社会福祉法第２条第３項に規定する社会福
祉事業に係る施設のうち認知症対応型老人共同生活援助事業に係る施設に係
るものに限る。）については、この要綱の相当規定による決定等又は承認が
あったものとみなす。  
 
 附  則  
１  この要綱は、平成１９年６月２９日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項に規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
 
 附  則  
１  この要綱は、平成２１年１０月７日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業に係る利子補給金の交付を除き、当分の間、休止するもの
とする。  



 

 
 附  則  
１  この要綱は、平成２３年１２月１６日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業に係る利子補給金の交付を除き、当分の間、休止するもの
とする。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成２７年３月１８日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業又は土地取得特別補助金交付要綱の規定による補助金の補
助対象となった社会福祉法人が当該補助金により購入及び造成を行う土地に
当該社会福祉法人が整備する老人福祉施設に係る利子補給金の交付を除き、
当分の間、休止するものとする。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
 
附  則  

１  この要綱は、令和３年７月１５日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業又は土地取得特別補助金交付要綱の規定による補助金の補
助対象となった社会福祉法人が当該補助金により購入及び造成を行う土地に
当該社会福祉法人が整備する老人福祉施設に係る利子補給金の交付を除き、
当分の間、休止するものとする。  
 
別表１～４ (略 ) 
 
 
 
 
 

 
 附  則  
１  この要綱は、平成２３年１２月１６日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業に係る利子補給金の交付を除き、当分の間、休止するもの
とする。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成２７年３月１８日から施行する。  
２  この要綱の施行の際、現に改正前の第５条の規定による決定等又は第６
条第２項の規定による承認があった事業については、改正後の相当規定によ
る決定等又は承認があったものとみなす。  
３  第２条第１項第１号の規定する利子補給金の交付については、附則第２
項に規定する事業又は土地取得特別補助金交付要綱の規定による補助金の補
助対象となった社会福祉法人が当該補助金により購入及び造成を行う土地に
当該社会福祉法人が整備する老人福祉施設に係る利子補給金の交付を除き、
当分の間、休止するものとする。  
 
附  則  
１  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
 
    

                          

                                         

                                   

                   

                                   

                                                      

                                   

                                   

               

 
別表１～４ (略 ) 
 
 
 
 



 

様式第１号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第１号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第１号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   ＿ 

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業承認申請書 

下記の老人福祉施設整備資金の借入について、利子補給金を受けたいので、福島県補

助金等の交付等に関する規則第５条第１項の規定により申請します。 

記 

１ 対象施設名 

２ 施設の所在地 

３ 独立行政法人福祉医療機構からの借入内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

建築資金 

（新築、改築、 

 拡張、 

 改造・修理） 

 

設備整備資金 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

 

 

 

 

年 

 

 

 

 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

 

 

４ 利子補給金額  別表のとおり 

５ 添付書類 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表等償還計画を明らかにした書

類 

６ 本件責任者及び担当者 

   責任者氏名 

   担当者氏名 

   連絡先 

 

様式第１号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   □印  

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業承認申請書 

下記の老人福祉施設整備資金の借入について、利子補給金を受けたいので、福島県補

助金等の交付等に関する規則第５条第１項の規定により申請します。 

記 

１ 対象施設名 

２ 施設の所在地 

３ 独立行政法人福祉医療機構からの借入内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

建築資金 

（新築、改築、 

 拡張、 

 改造・修理） 

 

設備整備資金 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

 

 

 

 

年 

 

 

 

 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

 

 

４ 利子補給金額  別表のとおり 

５ 添付書類 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表等償還計画を明らかにした書

類 

             

         

         

       

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別 表 

 

    法人名 

          

    施設名 

 

   利子補給予定額(上限額）                   （単位：円） 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

 

    法人名 

          

    施設名 

 

   利子補給予定額(上限額）                   （単位：円） 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号 (略 ) 
様式第３号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

様式第２号 (略 ) 
様式第３号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様式第３号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   ＿ 

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業変更承認申請書 

    年  月  日付け福島県指令第    号で承認のあった福島県老人福

祉施設整備資金利子補給事業について、下記のとおり変更したいので、福島県補助金等

の交付等に関する規則第６条第１項の規定により申請します。 

記 

１ 変更の理由 

２ 変更の内容等 

(1) 変更前の内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

年 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

(2) 変更後の内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

年 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

  利子補給金額  別表のとおり 

３ 変更予定年月日 

様式第３号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   □印  

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業変更承認申請書 

    年  月  日付け福島県指令第    号で承認のあった福島県老人福

祉施設整備資金利子補給事業について、下記のとおり変更したいので、福島県補助金等

の交付等に関する規則第６条第１項の規定により申請します。 

記 

１ 変更の理由 

２ 変更の内容等 

(1) 変更前の内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

年 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

(2) 変更後の内容 

 
 
 

借入金の区分 

 

 

 
 
 

整備事業費 

 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
借  入 

 
（予定） 

 
金  額 

 
 

借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

 

年 

 

 

 

 

年から 

年まで 

年 間 

 

  利子補給金額  別表のとおり 

３ 変更予定年月日 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

別 表 

 

    法人名 

          

    施設名 

 

   利子補給予定額(上限額）                   （単位：円） 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

 

    法人名 

          

    施設名 

 

   利子補給予定額(上限額）                   （単位：円） 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

           年度 

 

 

 

          年度 

 

 

 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号 (略 ) 
様式第５号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第４号 (略 ) 
様式第５号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第５号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   ＿ 

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業状況報告書 

下記のとおり借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）をしました

ので、福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付要綱第９条の規定により報告しま

す。 

記 

１ 借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）年月日 

２ 借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）の内容 

(1) 借入実行 

 
 

借入金の区分 

 

 
 

整備事業費 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
 

借入金額 

 

 
借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

     

％ 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

(2) 借入期間の短縮 

 

借入金の区分 

 

借入年月日 

 

借入金額 

 
借入 
 

利率 

変 更 前 変 更 後 
元 金 
償 還 
年 数 

利子償 
還据置 
期 間 

元 金 
償 還 
年 数 

利子償 
還据置 
期 間 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

(3) 繰上償還 
 

借入金の区分 
 

借入年月日 
 

借入金額 
 

繰上償還額 
 

備   考 

   

円 
 

円 
 

 (4) 償還方法等の変更の内容 

 

 

３ 添付書類 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表の写し 

 

様式第５号 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   □印  

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給事業状況報告書 

下記のとおり借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）をしました

ので、福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付要綱第９条の規定により報告しま

す。 

記 

１ 借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）年月日 

２ 借入実行（借入期間の短縮、繰上償還、償還方法等の変更）の内容 

(1) 借入実行 

 
 

借入金の区分 

 

 
 

整備事業費 

 

 
 

借 入 
 

年月日 

 

 
 

借入金額 

 

 
借入 
 

利率 

 

 
元 金 

 
償 還 

 
年 数 

 
利子償 

 
還据置 

 
期 間 

 
利 子 

 
償 還 

 
年 数 

     

％ 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

(2) 借入期間の短縮 

 

借入金の区分 

 

借入年月日 

 

借入金額 

 
借入 
 

利率 

変 更 前 変 更 後 
元 金 
償 還 
年 数 

利子償 
還据置 
期 間 

元 金 
償 還 
年 数 

利子償 
還据置 
期 間 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

 

年から 
年まで 
年 間 

 

年 

 

(3) 繰上償還 
 

借入金の区分 
 

借入年月日 
 

借入金額 
 

繰上償還額 
 

備   考 

   

円 
 

円 
 

 (4) 償還方法等の変更の内容 

 

 

 

３ 添付書類 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表の写し 



 

様式第６号の１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第６号の１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第６号の１ 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   ＿ 

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給金実績報告書 

 年 月 日付け福島県指令 第  号で承認のあった福島県老人福祉施設整備資

金利子補給事業について、 年度分の利子償還が完了したので、福島県老人福祉施設整

備資金利子補給金交付要綱第１１条第１項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

１ 利子償還の内容及び利子補給金額の算出基礎 

 
 

区    分 

 

 
借入 
 

利率 

 
借入残元金 

 
（前年度末） 

 
今 年 度 

 
利子償還額 

 
 

利子補給金額 

 

 

 

  年  月  日 

  借  入  分 

 

％ 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

  年  月  日 

  借  入  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 添付書類 

償還金納入額領収書の写し 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表の写し 

利子補給金額の算出表（付表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号の１ 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   □印  

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給金実績報告書 

 年 月 日付け福島県指令 第  号で承認のあった福島県老人福祉施設整備資

金利子補給事業について、 年度分の利子償還が完了したので、福島県老人福祉施設整

備資金利子補給金交付要綱第１１条第１項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

１ 利子償還の内容及び利子補給金額の算出基礎 

 
 

区    分 

 

 
借入 
 

利率 

 
借入残元金 

 
（前年度末） 

 
今 年 度 

 
利子償還額 

 
 

利子補給金額 

 

 

 

  年  月  日 

  借  入  分 

 

％ 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

  年  月  日 

  借  入  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 添付書類 

償還金納入額領収書の写し 

独立行政法人福祉医療機構発行の借入金償還年次表の写し 

利子補給金額の算出表（付表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
付
表

 
利
子
補
給
金
額
の
算
出
表
 

 
１

 
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
事
業
の
場
合
（
平
成
１
６
年
度
以
前
に
当
該
整
備
事
業
に
着
手
し
た
場
合
を
除
く
。
）
 

 

今
 
年

 
度
 

利
子
償
還
額
 Ａ

  公
共
ス
ペ
ー
ス
に

係
る
利
子
償
還
額

の
割
合

 
 

 
Ｂ
 

 Ａ
×
Ｂ
 

(円
未
満
切
捨
て

) 
Ｃ

  借
入
利
率
 

 
Ｄ

  Ｃ
×
１
／
２
 

(
千

円
未

満
切

捨
て

) 
ア

  Ｃ
×

2.5％
÷
Ｄ
 

(
千

円
未

満
切

捨
て

) 
イ

  

利
子
補
給
金
額
 

ア
又
は
イ
の
い
ず
 

れ
か
低
い
方
の
額
 

 

円
 

 

 

％
 

 

 

円
 

 

 

％
 

 

 

円
 

 

 

円
 

 

 

円
 

 

 
Ｂ
欄
の
算
出
 

   

 建
物
費
用
 

   
①

  ユ
ニ

ッ
ト

の
面
積

 
  

②
  特

養
全

体
の
面
積

 
  

③
  ユ

ニ
ッ
ト
に
係

る
建
物
費
用
 

①
×
②
／
③
 

(
円

未
満

切
捨

て
) 
④

  利
子
償
還
総
額
 

   
⑤

  建
物
費
用
に
係

る
施
設
整
備
費

補
助
金

 
 

⑥
  建

物
費
用
に
係

る
自
己
負
担
額
 

①
－
⑥

 
 

⑦
  ユ

ニ
ッ
ト
に
係

る
利
子
償
還
額
 

⑤
×
④
／
⑦
 

(
円

未
満

切
捨

て
) 
⑧

  公
共
ス
ペ
ー
ス

に
係
る
利
子
償

還
額

 
⑤
－
⑧

 
⑨

  公
共
ス
ペ
ー
ス

に
係
る
利
子
償

還
額
の
割
合
 

⑨
／
⑤

 
Ｂ

 

 特
養
本
体
 

 

円
 

   

 

㎡
 

 

 

㎡
 

   

 

円
 

 

 

円
 

   

 

円
 

   

 

円
 

   

 

円
 

 

 

円
 

  (
特
養
本
体
＋
 

シ
ョ
ー
ト

) 

 

 

％
 

  (
小
数
点
第
３
位
 

以
下
切
捨
て

) 

 

 シ
ョ
ー
ト
 

 

㎡
 

 

円
 

 

円
 

(注
)(1) 

特
養
本
体
と
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
指
し
、
シ
ョ
ー
ト
と
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
併
設
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
専
用
居
室
を
指
す
。
 

(2) 
①
欄
は
、
建
物
本
体
に
係
る
補
助
対
象
経
費
の
う
ち
、
浄
化
槽
、
昇
降
機
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
、
介
護
リ
フ
ト
等
の
設
備
工
事
費
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
主
体
工
事
費
を
記
載
す
る

こ
と
。

 
(3) 

⑥
欄
は
、
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
介
護
リ
フ
ト
等
特
殊
附
帯
工
事
費
及
び
初
度
設
備
費
に
係
る
金
額
を
除
い
た
金
額
に
、
福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
推
進
事
業
補
助
金
を
加
え
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 
      ※

 
①
、
③
及
び
⑥
欄
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
他
の
施
設
整
備
費
補
助
対
象
施
設
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
建
物
全
体
の
額

(面
積
）
を
記
載
す
る
こ
と

 
付
表

 
利
子
補
給
金
額
の
算
出
表
 

 
１

 
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
事
業
の
場
合
（
平
成
１
６
年
度
以
前
に
当
該
整
備
事
業
に
着
手
し
た
場
合
を
除
く
。
）
 

 

今
 
年

 
度
 

利
子
償
還
額
 Ａ

  公
共
ス
ペ
ー
ス
に

係
る
利
子
償
還
額

の
割
合

 
 

 
Ｂ
 

 Ａ
×
Ｂ
 

(
円
未
満
切
捨
て

) 
Ｃ

  借
入
利
率
 

 
Ｄ

  Ｃ
×
１
／
２
 

(
千
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未

満
切

捨
て

) 
ア

  Ｃ
×

2
.
5
％
÷
Ｄ
 

(
千

円
未

満
切

捨
て

) 
イ

  

利
子
補
給
金
額
 

ア
又
は
イ
の
い
ず
 

れ
か
低
い
方
の
額
 

 

円
 

 

 

％
 

 

 

円
 

 

 

％
 

 

 

円
 

 

 

円
 

 

 

円
 

 

 
Ｂ
欄
の
算
出
 

   

 建
物
費
用
 

   
①

  ユ
ニ

ッ
ト

の
面
積

 
  

②
  特

養
全

体
の
面
積

 
  

③
  ユ

ニ
ッ
ト
に
係

る
建
物
費
用
 

①
×
②
／
③
 

(
円

未
満

切
捨

て
) 
④

  利
子
償
還
総
額
 

   
⑤

  建
物
費
用
に
係

る
施
設
整
備
費

補
助
金

 
 

⑥
  建

物
費
用
に
係

る
自
己
負
担
額
 

①
－
⑥

 
 

⑦
  ユ

ニ
ッ
ト
に
係

る
利
子
償
還
額
 

⑤
×
④
／
⑦
 

(
円

未
満

切
捨

て
) 
⑧

  公
共
ス
ペ
ー
ス

に
係
る
利
子
償

還
額

 
⑤
－
⑧

 
⑨

  公
共
ス
ペ
ー
ス

に
係
る
利
子
償

還
額
の
割
合
 

⑨
／
⑤

 
Ｂ

 

 特
養
本
体
 

 

円
 

   

 

㎡
 

 

 

㎡
 

   

 

円
 

 

 

円
 

   

 

円
 

   

 

円
 

   

 

円
 

 

 

円
 

  (
特
養
本
体
＋
 

シ
ョ
ー
ト

) 

 

 

％
 

  (
小
数
点
第
３
位
 

以
下
切
捨
て

) 

 

 シ
ョ
ー
ト
 

 

㎡
 

 

円
 

 

円
 

(
注

)
(
1
)
 
特
養
本
体
と
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
指
し
、
シ
ョ
ー
ト
と
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
併
設
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
専
用
居
室
を
指
す
。
 

(
2
)
 
①
欄
は
、
建
物
本
体
に
係
る
補
助
対
象
経
費
の
う
ち
、
浄
化
槽
、
昇
降
機
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
、
介
護
リ
フ
ト
等
の
設
備
工
事
費
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
主
体
工
事
費
を
記
載
す
る

こ
と
。

 
(
3
)
 
⑥
欄
は
、
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
介
護
リ
フ
ト
等
特
殊
附
帯
工
事
費
及
び
初
度
設
備
費
に
係
る
金
額
を
除
い
た
金
額
に
、
福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
推
進
事
業
補
助
金
を
加
え
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
※

 
①
、
③
及
び
⑥
欄
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
他
の
施
設
整
備
費
補
助
対
象
施
設
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
建
物
全
体
の
額

(面
積
）
を
記
載
す
る
こ
と
。



 

様式第６号の２  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第６号の２  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

様式第６号の２ 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   ＿ 

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付請求書 

 年 月 日付け福島県指令 第  号で承認のあった福島県老人福祉施設整備資

金利子補給事業について、 年度分の利子償還が完了したので、福島県老人福祉施設整

備資金利子補給金交付要綱第１１条第２項の規定により下記のとおり請求します。 

記 

 

  利子補給金請求額    金        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号の２ 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

住所又は所在地 

社会福祉法人等 名     称 

代表者の氏名   □印  

 

福島県老人福祉施設整備資金利子補給金交付請求書 

 年 月 日付け福島県指令 第  号で承認のあった福島県老人福祉施設整備資

金利子補給事業について、 年度分の利子償還が完了したので、福島県老人福祉施設整

備資金利子補給金交付要綱第１１条第２項の規定により下記のとおり請求します。 

記 

 

  利子補給金請求額    金        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第７号（略）  
 

様式第７号（略）  
 

  
 


